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○ 花 巻 市 地 域 づ く り 交 付 金 交 付 要 綱 （ 平 成 1 9年 4月 1日 告 示 1 2 5号 ）  

花 巻 市 地 域 づ く り 交 付 金 交 付 要 綱  

平 成 1 9年 ４ 月 １ 日  

告 示 第 1 2 5号  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  住 民 に よ る 自 主 的 な 地 域 づ く り 活 動 の 推 進 及 び 身 近 な 地 域 課 題 の 解 決 を 図 る た め の 事 業 に 要

す る 経 費 に 対 し 、 予 算 の 範 囲 内 で 花 巻 市 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 平 成 1 8年 花 巻 市 規 則 第 6 1号 ） 及 び こ の

要 綱 に よ り 地 域 づ く り 交 付 金 （ 以 下 「 交 付 金 」 と い う 。 ） を 交 付 す る 。  

（ 交 付 の 対 象 者 ）  

第 ２ 条  交 付 金 交 付 の 対 象 者 は 、 花 巻 市 振 興 セ ン タ ー 条 例 （ 平 成 1 8年 花 巻 市 条 例 第 3 1 2号 ） 第 ２ 条 に 定

め る 各 振 興 セ ン タ ー の 管 轄 単 位 ご と に 市 長 が 指 定 し た 地 域 づ く り 団 体 （ 以 下 「 コ ミ ュ ニ テ ィ 会 議 」

と い う 。 ） と す る 。  

（ 交 付 金 の 使 途 の 制 限 ）  

第 ３ 条  交 付 金 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 経 費 に 対 し て は 使 用 で き な い 。  

(１ )  宗 教 活 動 に 要 す る 経 費  

(２ )  政 治 活 動 に 要 す る 経 費  

(３ )  そ の 他 第 １ 条 に 規 定 す る 目 的 に そ ぐ わ な い 経 費  

（ 交 付 金 の 額 ）  

第 ４ 条  交 付 金 の 額 は 、 各 振 興 セ ン タ ー の 管 轄 区 域 ご と に 、 均 等 割 額 、 世 帯 割 額 及 び 面 積 割 額 を も っ

て 、 毎 年 度 算 定 す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 算 定 を し た と き は 、 交 付 金 の 額 を コ ミ ュ ニ テ ィ 会 議 に 通 知 す る も の と す る 。  

３  コ ミ ュ ニ テ ィ 会 議 に 交 付 し た 交 付 金 に つ い て 、 特 に 市 長 が 必 要 と 認 め る 場 合 は 、 翌 年 度 に 繰 越 が

で き る も の と す る 。  

（ 交 付 金 の 交 付 申 請 ）  

第 ５ 条  交 付 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る コ ミ ュ ニ テ ィ 会 議 が 交 付 金 の 交 付 の 申 請 を し よ う と す る と き

は 、 地 域 づ く り 交 付 金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 交 付 金 の 交 付 ）  

第 ６ 条  市 長 は 、 交 付 金 の 交 付 申 請 が あ っ た と き は 、 速 や か に 当 該 申 請 を 審 査 し 、 交 付 金 を 交 付 す る

こ と が 適 当 と 認 め た と き は 、 地 域 づ く り 交 付 金 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） を 申 請 者 に 通 知 し 、

交 付 金 を 交 付 す る も の と す る 。  

（ 交 付 事 業 の 変 更 承 認 申 請 ）  

第 ７ 条  交 付 決 定 の 通 知 を 受 け た 申 請 者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と い う 。 ） は 、 交 付 対 象 事 業 の 内 容 の 変 更

又 は 交 付 金 の 額 の 変 更 を し よ う と す る 場 合 は 、あ ら か じ め 地 域 づ く り 交 付 金 事 業 変 更 承 認 申 請 書（ 様

式 第 ３ 号 ） を 市 長 に 提 出 し 、 そ の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 事 業 内 容 の 変 更 が 、 事 業

の 目 的 を 損 な わ な い 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 実 績 報 告 ）  

第 ８ 条  申 請 者 は 、 事 業 が 完 了 し た と き は 、 地 域 づ く り 交 付 金 事 業 実 績 報 告 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） を 提 出

し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 に 定 め る 報 告 書 の 提 出 期 限 は 、 交 付 金 の 交 付 の 決 定 が あ っ た 年 度 の 翌 年 度 の ４ 月 3 0日 ま で と

す る 。  

（ 書 類 の 整 備 及 び 保 存 ）  

第 ９ 条  交 付 金 の 交 付 を 受 け た 団 体 は 、 交 付 金 に 係 る 経 理 等 に つ い て 、 常 に そ の 収 支 を 明 ら か に し た

書 類 及 び 帳 簿 を 整 備 す る と と も に 、 交 付 金 事 業 完 了 の 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 か ら ５ 年 間 保 存 し な

け れ ば な ら な い 。  

（ 補 則 ）  

第 1 0条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 別 に 定 め る 。  

附  則  

こ の 告 示 は 、 平 成 1 9年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

様 式 第 １ 号  



（ 第 ５ 条 関 係 ）  

様 式 第 ２ 号  

（ 第 ６ 条 関 係 ）  

様 式 第 ３ 号  

（ 第 ７ 条 関 係 ）  

様 式 第 ４ 号  

（ 第 ８ 条 関 係 ）  


